
 舞  鶴  市  公  告  第     ３  ６     号 

 次  の  と  お  り  条  件  付  ⼀  般  競  争  ⼊  札  を  実  施  す  る  の  で、  舞  鶴  市  契  約  規  則  （昭  和  39  年  規  則  第  25  号）  第 

 3  条  に  基  づ  き  公  告  す  る。 

 令  和  ７  年  ４  ⽉  ２  ２  ⽇ 

                                                                         舞  鶴  市  ⻑  鴨  ⽥     秋  津 

 １  ．  競  争  ⼊  札  に  付  す  る  事  項 

 （  1  ）  業  務  名 

       浸  ⽔  対  策  作  業  等  包  括  業  務  委  託 

 （  2  ）  委  託  内  容 

       排  ⽔  ポ  ン  プ  ⾞  操  作  業  務     ⼀  式 

       ⼟  の  う  ス  テー  ショ  ン  管  理  業  務     ⼀  式 

       道  路  冠  ⽔  安  全  対  策  業  務     ⼀  式 

 （  3  ）  委  託  期  間 

 契  約  ⽇  か  ら  令  和  ８  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で 

 ２  ．  契  約  を  担  当  す  る  部  課  等  の  名  称 

 舞  鶴  市  建  設  部  ⼟  ⽊  課 

 ３  ．  競  争  ⼊  札  参  加  資  格 

 次  に  掲  げ  る  条  件  を  す  べ  て  満  た  す  者  （単  体  企  業  ⼜  は  共  同  企  業  体）  で、  ４  ．  に  掲  げ  る  競  争  ⼊  札 

 参  加  資  格  の  確  認  を  受  け  た  者  の  み  が、  こ  の  ⼊  札  に  参  加  で  き  る  も  の  と  す  る。 

 共  同  企  業  体  の  場  合  は、  ２  者  （⾃  主  結  成）  の  組  合  せ  と  す  る。 

 （  1  ）  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  （昭  和  22  年  政  令  第  16  号）  第  167  条  の  4  の  規  定  に  該  当  し  な  い  者  で  あ  る  こ 

 と。 

 （  2  ）  申  請  書  提  出  期  限  ⽇  か  ら  落  札  決  定  ま  で  の  間  に  お  い  て、  舞  鶴  市  ⼊  札  参  加  停  ⽌  に  関  す  る  要  綱 

 （平  成  30  年  告  ⽰  第  34  号）  に  基  づ  く  ⼊  札  参  加  停  ⽌  （以  下  「⼊  札  参  加  停  ⽌」  と  い  う。）  の  期 

 間  中  で  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

 （  3  ）  申  請  書  提  出  期  限  ⽇  か  ら  落  札  決  定  ま  で  の  間  に  お  い  て、  舞  鶴  市  契  約  に  係  る  暴  ⼒  団  等  排  除  措  置 

 要  綱  （平  成  24  年  告  ⽰  第  171  号）  に  基  づ  く  ⼊  札  参  加  等  除  外  措  置  （以  下  「⼊  札  参  加  等  除  外  措 

 置」  と  い  う。）  を  受  け  て  い  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

 （  4  ）  申  請  書  提  出  期  限  ⽇  以  前  ６  か  ⽉  か  ら  落  札  決  定  ま  で  の  間  に  お  い  て、  ⼿  形  交  換  所  で  不  渡  ⼿  形  若 

 し  く  は  不  渡  り  ⼩  切  ⼿  を  出  し  た  事  実  ⼜  は  銀  ⾏  若  し  く  は  主  要  取  引  先  か  ら  の  取  引  停  ⽌  等  を  受  け 

 た  事  実  が  あ  る  者  で  な  い  こ  と。 

 （  5  ）  会  社  法  （平  成  17  年  法  律  第  86  号）  第  475  条  ⼜  は  第  644  条  の  規  定  に  基  づ  く  清  算  の  開  始、  破  産 

 法  （平  成  16  年  法  律  第  75  号）  第  18  条  第  1  項  ⼜  は  第  19  条  第  1  項  の  規  定  に  基  づ  く  破  産  ⼿  続  開 

 始  の  申  ⽴  て、  会  社  更  ⽣  法  （平  成  14  年  法  律  第  154  号）  第  17  条  の  規  定  に  基  づ  く  更  ⽣  ⼿  続  開  始 

 の  申  ⽴  て  ⼜  は  ⺠  事  再  ⽣  法  （平  成  11  年  法  律  第  225  号）  第  21  条  の  規  定  に  基  づ  く  再  ⽣  ⼿  続  開  始 

 の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者  （会  社  更  ⽣  法  の  規  定  に  基  づ  く  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  ⼜  は  ⺠  事 

 再  ⽣  法  の  規  定  に  基  づ  く  再  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  た  者  で  あっ  て、  更  ⽣  計  画  の  認  可  が 

 決  定  し、  ⼜  は  再  ⽣  計  画  の  認  可  の  決  定  が  確  定  し  た  も  の  を  除  く。）  で  な  い  こ  と。 

 （  6  ）  舞  鶴  市  内  に  建  設  業  法  第  ３  条  の  規  定  に  基  づ  く  本  店  を  有  す  る  者  で  あ  る  こ  と。 
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 （  7  ）  令  和  ７  年  度  舞  鶴  市  建  設  ⼯  事  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  者  の  う  ち、  公  告  ⽇  現  在、  「⼟  ⽊  ⼀  式  ⼯  事」 

 の  「Ａ  等  級」  ⼜  は  「Ｂ  等  級」  に  認  定  さ  れ  て  い  る  者  で  あ  る  こ  と。 

 ４  ．  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  の  確  認  の  ⼿  続  き  等 

 こ  の  ⼊  札  に  参  加  し  よ  う  と  す  る  者  は、  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  確  認  申  請  書  （様  式  １）  （以  下  「申  請 

 書」  と  い  う。）  に  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  確  認  資  料  （以  下  「資  料」  と  い  う。）  を  添  え  て  舞  鶴  市  ⻑  に  提 

 出  し、  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  が  あ  る  こ  と  の  確  認  を  受  け  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 な  お、  期  限  ま  で  に  申  請  書  及  び  資  料  を  提  出  し  な  い  者  並  び  に  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  が  な  い  と  認  め  ら  れ 

 た  者  は、  本  ⼊  札  に  参  加  で  き  な  い。 

 （  1  ）  仕  様  書  及  び  申  請  書  等  の  ⼊  ⼿  ⽅  法 

 競  争  ⼊  札  に  参  加  し  よ  う  と  す  る  者  は、  仕  様  書、  そ  の  他  必  要  書  類  等  を  舞  鶴  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら 

 ダ  ウ  ン  ロー  ド  す  る  こ  と。 

 （２）     申  請  書  等  の  受  付 

 ア     受  付  期  間  令  和  ７  年  ５  ⽉  ２  ⽇  （⾦）  ま  で 

 （⼟  曜  ⽇  及  び  ⽇  曜  ⽇  を  除  く  午  前  ９  時  か  ら  午  後  ５  時  ま  で） 

 イ  受  付  場  所  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地  舞  鶴  市  役  所  舞  鶴  市  総  務  部  契  約  課 

 ウ  提  出  ⽅  法     持  参  ⼜  は  郵  送  に  よ  る。 

 郵  送  の  場  合  は、  受  付  場  所  に、  ⼀  般  書  留  郵  便、  簡  易  書  留  郵  便  ⼜  は  特  定  記  録  郵  便  の  い  ず  れ 

 か  の  ⽅  法  に  よ  る  こ  と。 

 封  筒  表  に  は、  ｢  浸  ⽔  対  策  作  業  等  包  括  業  務  委  託  申  請  書  在  中  ｣  と  記  載  す  る  こ  と。 

 エ  提  出  書  類 

 ①  ⼊  札  参  加  資  格  確  認  申  請  書 

 ②  共  同  企  業  体  協  定  書  の  写  し  【共  同  企  業  体  の  場  合】 

 ③  共  同  企  業  体  協  定  書  第  ８  条  に  基  づ  く  協  定  書  の  写  し  【共  同  企  業  体  の  場  合】 

 ④  返  信  ⽤  封  筒  （第  ⼀  種  定  型  郵  便  物  に  住  所  及  び  ⽒  名  を  記  ⼊  し、  110  円  切  ⼿  を  貼っ  た  も  の） 

 オ  提  出  部  数  は、  各  １  部  と  す  る。 

 （３）     競  争  ⼊  札  参  加  資  格  の  確  認  及  び  そ  の  結  果  の  通  知 

 参  加  資  格  の  確  認  の  結  果  に  つ  い  て  は、  令  和  ７  年  ５  ⽉  ７  ⽇  （⽔）  に  通  知  す  る。 

 （４）     競  争  ⼊  札  参  加  資  格  が  な  い  と  認  め  た  者  に  対  す  る  理  由  の  説  明 

 ア     競  争  参  加  資  格  が  な  い  と  認  め  ら  れ  た  者  は、  当  該  通  知  の  翌  ⽇  か  ら  起  算  し  て  ３  ⽇  （休  ⽇  を  含  ま 

 な  い。）  以  内  に  書  ⾯  に  よ  り、  市  ⻑  に  対  し  て  競  争  参  加  資  格  が  な  い  と  認  め  た  理  由  に  つ  い  て  説  明 

 を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る。 

 イ     ア  の  書  ⾯  は  舞  鶴  市  総  務  部  契  約  検  査  室  契  約  課  に  提  出  (持  参)  す  る  も  の  と  し、  郵  送  ⼜  は  電  送  に 

 よ  る  も  の  は  受  け  付  け  な  い。 

 ウ     説  明  を  求  め  ら  れ  た  と  き  は、  説  明  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る  最  終  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起  算  し  て  ５  ⽇  以 

 内  に  書  ⾯  に  よ  り  回  答  す  る。 

 （５）     質  問  の  受  付 

 設  計  図  書  等  に  対  す  る  質  問  が  あ  る  場  合  に  は、  次  の  と  お  り  所  定  の  様  式  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と  と 

 し、  書  ⾯  は  下  記  へ  ファ  ク  シ  ミ  リ  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。 

 ア     受  付  期  限 

 令  和  ７  年  ５  ⽉  ２  ⽇  （⾦）  ま  で  （⼟  曜  ⽇、  ⽇  曜  ⽇  及  び  祝  ⽇  を  除  く。）。  た  だ  し、  最  終  ⽇  は 

 正  午  ま  で 
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 イ     質  問  宛  先 

 舞  鶴  市  建  設  部  ⼟  ⽊  課 

 ウ     Ｆ  Ａ  Ｘ  番  号 

 ０  ７  ７  ３  －  ６  ２  －  ９  ８  ９  ４ 

 （６）     （５）  の  質  問  に  対  す  る  回  答  書  は、  競  争  参  加  資  格  が  「有」  と  認  め  ら  れ  た  者  に  ファ  ク  シ  ミ  リ 

 に  よ  り  送  付  す  る。 

 回  答  ⽇  令  和  ７  年  ５  ⽉  ７  ⽇  （⽔） 

 （７）     そ  の  他 

 ア     資  料  作  成  に  要  す  る  経  費  は、  提  出  者  の  負  担  と  す  る。 

 イ  提  出  さ  れ  た  資  料  等  は、  返  却  し  な  い。 

 ５  ．  ⼊  札  （開  札）  執  ⾏  の  ⽇  時  及  び  場  所  等 

 （１）     開  札  ⽇  時 

 令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ５  ⽇  （⽊）  ９  時  ０  ０  分 

 （２）     開  札  場  所 

 舞  鶴  市  字  北  吸  １  ０  ４  ４ 

 舞  鶴  市  役  所  別  館  ４  階  ４  １  １  会  議  室 

 （３）     ⼊  札  書  の  提  出  ⽅  法 

 郵  送  (持  参  可。  提  出  ⽅  法  は  下  記  ６  に  よ  る) 

 （４）     ⼊  札  書  類 

    次  の  書  類  を  そ  ろ  え  る  こ  と。 

  ‧  ⼊  札  書  （様  式  ２） 

  ‧  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  が  あ  る  こ  と  を  確  認  し  た  旨  の  通  知  書  ⼜  は  そ  の  写  し 

 ６  ．  ⼊  札  書  の  提  出  ⽅  法 

 （１）  ⼊  札  参  加  者  は  ５.  (４)  の  ⼊  札  書  類  を、  ⼀  般  書  留  郵  便、  簡  易  書  留  郵  便  ⼜  は  特  定  記  録  郵  便  の  い  ず 

 れ  か  の  ⽅  法  に  よ  り、  配  達  ⽇  指  定  と  し  て  郵  送  す  る  こ  と 

 （２）  ⼊  札  書  類  は  ⼆  重  封  筒  と  し、  表  封  筒  に  「浸  ⽔  対  策  作  業  等  包  括  業  務  委  託  申  請  書  在  中」  と  朱  書  き 

 す  る  と  と  も  に、  中  封  筒  に  ⼊  札  書  類  を  ⼊  れ、  封  緘  等  の  処  理  を  す  る  こ  と。 

 （３）  ⼊  札  書  は、  配  達  指  定  ⽇  必  着  。  期  ⽇  に  届  か  な  い  場  合  は、  ⼊  札  を  辞  退  し  た  も  の  と  み  な  す。 

 （４）  郵  送  に  か  か  る  費  ⽤  は  ⼊  札  参  加  者  の  負  担  と  す  る。 

 （５）  競  争  ⼊  札  参  加  資  格  の  確  認  を  受  け  た  後、  ⼊  札  を  辞  退  す  る  場  合  は、  ⼊  札  執  ⾏  時  ま  で  に  ⼊  札  辞  退 

 届  を  郵  送  （こ  の  場  合  ⽅  法  は  問  い  ま  せ  ん。）  ⼜  は  持  参  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。 

 （６）  ⼊  札  書  の  送  り  先 

 〒  625-8555     舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 

 舞  鶴  市  総  務  部  契  約  検  査  室  契  約  課 

 （７）  配  達  指  定  ⽇ 

 令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ４  ⽇  （⽔） 
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 ７  ．  ⼊  札  ⾦  額 

 落  札  の  決  定  に  当  たっ  て  は、  ⼊  札  書  に  記  載  さ  れ  た  ⾦  額  に  当  該  ⾦  額  の  １  ０  ０  分  の  １  ０  に  相  当  す  る 

 額  を  加  算  し  た  ⾦  額  を  もっ  て  落  札  ⾦  額  と  す  る  の  で、  ⼊  札  者  は、  消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  に  係  る  課  税 

 事  業  者  で  あ  る  か  免  税  事  業  者  で  あ  る  か  を  問  わ  ず、  ⾒  積  もっ  た  契  約  希  望  ⾦  額  の  １  １  ０  分  の  １  ０ 

 ０  に  相  当  す  る  ⾦  額  を  ⼊  札  書  に  記  載  す  る  こ  と。 

 ８  ．  ⼊  札  の  中  ⽌ 

 ⼊  札  者  が  １  ⼈  に  満  た  な  い  場  合  は  ⼊  札  を  中  ⽌  す  る。 

 ９  ．  再  度  ⼊  札 

 ⼊  札  に  お  い  て  落  札  者  が  い  な  い  場  合  は、  無  効  と  なっ  た  者  を  除  き  再  度  ⼊  札  を  ⾏  う。 

 こ  の  場  合、  再  度  ⼊  札  は  １  回  ま  で  と  し、  開  札  ⽇  等  は  あ  ら  た  め  て  指  定  す  る。 

 １  ０  ．  落  札  者  の  決  定 

 舞  鶴  市  契  約  規  則  第  15  条  の  規  定  に  よ  り  作  成  さ  れ  た  予  定  価  格  （⾮  公  表）  の  制  限  の  範  囲  内  で  最  低  の 

 価  格  を  もっ  て  申  し  込  み  を  し  た  者  を  落  札  者  と  す  る。 

 １  １  ．  ⽴  会  ⼈ 

 開  札  に  は、  ⼊  札  参  加  者  １  者  に  つ  き  １  名  ⽴  ち  会  う  こ  と  が  で  き  る。  た  だ  し、  本  ⼈  ⼜  は  法  ⼈  の  代  表 

 者  以  外  の  者  が  ⽴  ち  会  お  う  と  す  る  と  き  は、  委  任  状  （任  意  様  式）  を  持  参  す  る  こ  と。 

 ⽴  会  ⼈  が  ２  名  に  満  た  な  い  場  合  は、  当  該  ⼊  札  事  務  に  関  係  の  な  い  職  員  を  １  名  以  上  ⽴  ち  会  わ  せ  て  ⾏ 

 う。 

 ⽴  会  ⼈  は、  開  札  結  果  の  確  認、  く  じ  引  き  の  際  の  ⼿  続  等  を  ⾏  う。 

 １  ２  ．  く  じ  引  き 

 落  札  者  と  な  る  べ  き  同  額  の  ⼊  札  を  し  た  も  の  が  複  数  い  る  場  合  は、  く  じ  引  き  に  よ  り  落  札  者  を  決  定  す 

 る。 

 く  じ  引  き  は、  く  じ  を  引  く  べ  き  ⼊  札  者  が  い  ず  れ  も  ⽴  会  ⼈  と  し  て  参  加  し  て  い  る  場  合  (代  表  者  若  し  く 

 は  委  任  状  を  持  参  し  た  代  理  ⼈  が  参  加  し  て  い  る  場  合)  は、  そ  の  者  が  く  じ  を  引  き、  参  加  し  て  い  な  い  場  合 

 は、  ⼊  札  担  当  職  員  と  ⽴  会  ⼈  が  次  の  ⼿  順  で  ⾏  う。 

 ①  ⼊  札  担  当  職  員  が  く  じ  引  き  ⽤  紙  に  く  じ  に  参  加  す  る  者  の  数  と  同  数  の  直  線  を  記  ⼊  し、  そ  の  う  ち  の 

 １  枚  に  「落  札」  の  表  ⽰  （  ○  印）  を  す  る。 

 ②  ⽴  会  ⼈  の  う  ち  の  １  名  が、  ①  の  く  じ  の  直  線  の  そ  れ  ぞ  れ  に  1  か  ら  順  に  任  意  に  番  号  を  付  す。  （こ 

 の  と  き、  当  該  ⽴  会  ⼈  に  は、  「落  札」  の  表  ⽰  が  分  か  ら  な  い  よ  う  に  し  て  ⾏  う。） 

 ③  ⽴  会  ⼈  の  う  ち  ②  の  ⼿  続  を  ⾏っ  た  以  外  の  者  の  う  ち  の  １  名  が、  く  じ  引  き  に  係  る  ⼊  札  書  に  １  か  ら 

 順  に  任  意  に  番  号  を  付  す。  （こ  の  と  き、  当  該  ⽴  会  ⼈  に  は、  ⼊  札  者  の  名  称  等  が  わ  か  ら  な  い  よ  う 

 に  し  て  ⾏  う。） 

 ④  ⼊  札  担  当  職  員  は、  ①  と  ②  で  作  成  さ  れ  た  く  じ  の  番  号  と  ③  で  ⼊  札  書  に  付  さ  れ  た  番  号  と  を  突  合  す 

 る。  く  じ  で  「落  札」  の  表  ⽰  が  さ  れ  た  直  線  に  付  さ  れ  た  番  号  と  同  じ  番  号  を  付  し  た  ⼊  札  書  を  提  出 

 し  た  者  が  落  札  者  と  な  る。 

 ⑤  ⼊  札  担  当  職  員  及  び  ⽴  会  ⼈  の  全  員  が、  く  じ  の  結  果  を  確  認  し、  そ  の  証  と  し  て  当  該  く  じ  引  き  ⽤  紙 

 に  各  ⾃  署  名  す  る。 

 4  /  5 



 １  ３  ．  ⼊  札  結  果  の  連  絡  及  び  公  表 

 ⼊  札  結  果  は、  速  や  か  に、  落  札  者  に  電  話  で  連  絡  す  る  と  と  も  に、  ホー  ム  ペー  ジ  で  公  表  す  る。 

 １  ４  ．  ⼊  札  保  証  ⾦ 

 免  除  す  る。 

 １  ５  ．  契  約  保  証  ⾦ 

 免  除  す  る。 

 １  ６  ．  ⼊  札  の  無  効 

 次  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  ⼊  札  は、  無  効  と  す  る。 

 （１）  こ  の  公  告  に  ⽰  し  た  競  争  ⼊  札  に  参  加  す  る  者  に  必  要  な  資  格  の  な  い  者  の  し  た  ⼊  札 

 （２）  虚  偽  の  申  請  を  ⾏っ  た  者  の  し  た  ⼊  札 

 （３）  公  告  等  に  ⽰  し  た  条  件  等  ⼊  札  に  関  す  る  条  件  に  違  反  し  た  ⼊  札 

 （４）  ⼊  札  者  の  記  名  押  印  の  な  い  ⼊  札 

 （５）  同  ⼀  ⼊  札  に  つ  い  て  同  ⼀  の  ⼊  札  者  に  よ  り  な  さ  れ  た  ２  以  上  の  ⼊  札 

 （６）  ⾦  額  そ  の  他  重  要  な  部  分  の  誤  脱  の  あ  る  若  し  く  は  不  明  な  ⼊  札  ⼜  は  ⾦  額  を  訂  正  し  た  ⼊  札 

 （７）  ⼊  札  に  関  し  連  合  等  の  不  正  ⾏  為  を  し  た  者  の  ⼊  札 

 （８）  １  通  の  封  筒  に  複  数  の  ⼊  札  書  を  ⼊  れ  た  も  の 

 （９）  代  理  ⼈  が  ⼊  札  し  た  も  の 

 （  10  ）  そ  の  他  市  ⻑  が  あ  ら  か  じ  め  指  定  し  た  事  項  に  違  反  し  た  も  の 

 １  ７  ．  落  札  の  取  消 

 （  1  ）  無  効  の  ⼊  札  を  ⾏っ  た  者  を  落  札  者  と  し  て  い  た  場  合  に  は、  落  札  決  定  を  取  り  消  す  も  の  と  す  る。 

 （  2  ）  落  札  者  が、  落  札  決  定  か  ら  契  約  締  結  ⽇  ま  で  の  期  間  に、  本  市  の  ⼊  札  参  加  停  ⽌  ⼜  は  ⼊  札  参  加  等 

 除  外  措  置  を  受  け  た  場  合  若  し  く  は  ３.  (５)  の  申  ⽴  て  に  該  当  す  る  こ  と  と  なっ  た  場  合  は、  当  該  落 

 札  を  取  り  消  す  も  の  と  す  る。 

 １  ８  ．  契  約  書  の  作  成 

 作  成  を  要  す  る。 

 １  ９  ．  違  約  ⾦ 

 落  札  者  が  契  約  を  締  結  し  な  い  と  き  は、  落  札  ⾦  額  の  100  分  の  5  相  当  額  の  違  約  ⾦  を  徴  収  す  る。 

 １  ７  ．  (２)  の  ⼊  札  参  加  等  除  外  措  置  に  よ  り  当  該  落  札  を  取  り  消  す  場  合  も  同  様  と  す  る。 

 ２  ０  ．  問  い  合  わ  せ 

 業  務  の  内  容  等  不  明  な  点  に  つ  い  て  は  舞  鶴  市  建  設  部  ⼟  ⽊  課  （電  話  0773-66-1053  ）、  ⼊  札  に  関  す 

 る  こ  と  に  つ  い  て  は  舞  鶴  市  総  務  部  契  約  検  査  室  契  約  課  （電  話  0773-66-1065  ）  ま  で  問  い  合  わ  せ  る  こ 

 と。 
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